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  3　支給開始年月

　　年　月分から

　       　　　　　　　　　　様

  　　年　月　日付けで請求のありました子ども手当

  については、次のとおり認定しましたので通知します。   手当金額(月額)

　平成23年10月分以降の手当金額は以下のとおりです。

　1　支給対象となる子どもの数

       　　3歳未満 15,000円

　　3歳未満 人

　   　    3歳～小学校卒業まで

　　3歳以上小学校修了前 人

　　　　　　　　　  第1子～2子 10,000円

　　中学生 人

　　　　　　　　　　第3子以降 15,000円

　　合計 人

           中学生 10,000円

　　　※第1子、第2子といった出生順位は、18歳到達後最初の

  2　手当月額

　　　 　3月31日までの間にあるお子様の中で数えます。

　　3歳未満 円

　　3歳以上小学校修了前 円

彦根市役所　 　　中学生 円

TEL 　　合計 円 彦根市役所　

TEL：

   何かご不明な点がございましたら

   下記までお問合せください。

  なお、この決定に不服がある場合は、この通知書を受け

た日の翌日から起算して60日以内に、滋賀県知事に対して

審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、上記

の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦

根市を代表する者は彦根市長となります。)提起することが

できます。

彦根市長

子　ど　も　手　当　　認　定　通　知　書
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